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I. はじめに 

中山間地域における農業は、農産物の生産のみならず、農地の保全、水源涵養、景観形成、

防災機能の維持など、地域社会全体に多面的な価値をもたらす重要な地域資源（基盤）であ

る。しかしながら、近年は高齢化や担い手不足により、農地や農業用施設の維持管理、共同

活動の継続が困難となる地域が増加しており、従来の個別経営や個人の努力のみによる対

応には限界が生じている。 

こうした状況を踏まえ、国においては中山間地域等直接支払制度や多面的機能支払制度

を通じて、条件不利地域における農業生産活動や地域ぐるみの共同活動を支援し、農地の維

持と地域農業の持続性確保を図ってきた。これらの制度は、地域農業を支える基盤的施策と

して位置付けられており、地域の農業構造を下支えする「幹」に相当する重要な役割を担っ

ている。 

一方で、あけぼの大豆を中心とした地域資源を活用した高付加価値化や地域活性化に向

けた取組は、こうした基盤の上に成り立つものであり、基礎的な農地管理体制や共同活動の

持続が確保されなければ、安定的な成果の創出は困難である。すなわち、地域農業の将来に

向けた発展的な取組を進めるためにも、まずは農地を守り支える体制の強化が不可欠であ

る。 

本町の中山間地域においては、農業経営体・基幹的農業従事者は少なく、農地や農業用施

設の維持管理を個々の農業者のみで担うことが困難な状況にあることから、地域全体で役

割を分担し、相互に支え合う協働型の農業体制こそが真に必要な農業基盤であると言える。 

本協議会の設立は、こうした課題に対応し、制度を効果的に活用しながら、地域農業の基

盤を維持・強化し、農地と営農環境を次世代へ継承していくための新たな枠組みを構築する

ものである。本取組を通じて、持続可能な地域農業の確立と中山間地域の活力維持を図るこ

とを期待している。 
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II. 設立の背景 

1. 中山間地域農業を取り巻く構造的課題 

中山間地域における農業は、地形条件や作業効率の制約を受けやすい一方で、農地の保全、

水源涵養、土砂災害防止、景観形成など、地域社会に多面的な機能を提供する基盤的産業で

ある。しかし近年、全国的に構成員の高齢化や担い手不足が急速に進行しており、集落協定

や地域農業組織においても、役員の固定化や人材不足による運営負担の集中が顕在化して

いる。 

農林水産省資料によれば、廃止された集落協定の約 9 割が小規模協定であり、その主な

要因は高齢化および人材不足であるとされている。これにより、共同活動の停滞や農地管理

体制の弱体化が進み、結果として農地荒廃のリスクが高まるなど、地域農業の持続性が構造

的に脅かされている状況にある。 

（次頁 図Ⅱ-1 参照） 
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2. 身延町における地域農業の現状と課題 

本町においても同様の傾向が顕著であり、中山間地域等直接支払交付金の構成員 502 人

のうち、65 歳以上の構成員が約 82％を占めている（R6 実績ベース）。これは、農地保全活

動や共同作業を支える人的基盤が急速に高齢化していることを示している。 

また、地域農業組織を対象としたアンケート調査においては、「事務作業の負担」「人手不

足」「鳥獣害対策の困難さ」が主要な課題として挙げられており、制度運営と現場作業の両

面で負担が増大している実態が明らかとなっている 

さらに、令和７年度には町内において複数の地域農業組織が廃止に至るなど、制度の継続

自体が困難となった地区も生じている（表Ⅱ-1 参照）。こうした状況は、単一集落単位での

対応が限界に達しつつあることを示しており、広域的な体制再構築の必要性を強く示唆し

ている。 

（次頁 図Ⅱ-2 参照） 

 

表Ⅱ-1－協定廃止の意向があった集落協定と NW 化構想の推進による継続可否 

組織名 
R5 時点 

継続意向 

NW 構想の推進 

による継続意向 
廃止事由 

竹之島集落協定 廃止 NW 参加により継続 － 

波高島集落協定 廃止 NW 参加により継続 － 

八日市場集落協定 廃止 NW 参加により継続 － 

相又集落協定 廃止 廃止 

現体制での継続不可 

体制を変更して R8

以降に参加調整中 

門野集落協定 廃止 廃止 
高齢化等により組織

維持不可 

清子清水集落協定 継続 廃止 
高齢化等により組織

維持不可 

 

【参考】表Ⅱ-２－NW 化構想の推進により NW 化構想に参加した集落協定 

組織名 
R5 時点 

継続意向 

NW 構想の推進 

による継続意向 
廃止事由 

下山集落協定 － NW 参加により参加 新規参加 

帯金集落協定 － NW 参加により参加 新規参加 
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3. 中山間地域等直接支払制度および多面的機能支払制度の概要と

地域農業への役割 

中山間地域等直接支払制度は、中山間地域における農業生産条件の不利性を補正し、農地

の維持管理および地域農業の継続を図ることを目的として創設された制度である。本制度

は、過疎地域の急傾斜地など生産条件が不利な地域においても、農業活動を継続するための

基盤的支援として機能しており、農地の荒廃防止、耕作放棄地の発生抑制、集落単位での共

同活動の維持に大きな役割を果たしてきた。 

一方、多面的機能支払交付金制度は、農業・農村が有する洪水防止、水源涵養、景観形成、

生態系保全といった多面的機能の維持・発揮を目的とし、地域住民を含めた共同活動を支援

する制度である。水路・農道の維持管理、環境保全活動、農村景観の保全など、地域資源の

維持管理を支える制度として、地域ぐるみの活動基盤を形成している。 

両制度は目的や制度設計の違いはあるものの、いずれも集落単位の共同活動を基盤とし、

農地および地域資源の維持管理を支える点において共通性を有している。本町においても、

両制度は相互に補完し合いながら、地域農業の継続および農村環境の維持に重要な役割を

果たしてきた。 

しかしながら、近年においては、構成員の高齢化や担い手不足、役員負担の集中、事務処

理の高度化・煩雑化などにより、集落単位で両制度を安定的に運営し続けることが困難とな

りつつある。特に、申請事務、会計処理、実績報告、関係機関との調整といった事務負担は

年々増大しており、制度そのものの継続に対する不安要因となっている。 

このような状況を踏まえると、両制度を個別集落単位で維持する従来型の運営体制には

限界が生じつつあり、広域的な連携体制の構築や事務機能の集約による支援体制の再構築

が不可欠な段階に入っているといえる。すなわち、中山間地域等直接支払制度および多面的

機能支払制度を今後も持続的に活用していくためには、制度運営そのものを支える組織基

盤の強化が重要な政策課題となっている。 
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図Ⅱ-3－多面的機能支払交付金・中山間地域等直接支払交付金制度 概要 

出展：多面的機能支払制度・中山間地域等直接支払制度（農林水産省 HP） 

 



II.設立の背景 

- 8 - 

 

4. あけぼの大豆産地と制度活用地域の関係性 

本町における「あけぼの大豆」の主要生産地域を地区別に整理すると、中山間地域等直接

支払交付金および多面的機能支払交付金の対象地区と高い重なりが確認されている。特に、

西嶋、久成、手打沢、寺沢、下山、宮木、八日市場等の地区においては、作付面積および作

業参加人数の両面において一定規模の生産活動が維持されており、同時に直払制度や多面

的機能支払制度による農地維持活動が継続的に実施されている。（次頁 図Ⅱ-4 参照） 

このことは、あけぼの大豆の生産が単一作物として独立して成立しているものではなく、

農地管理、水利管理、共同作業体制といった地域農業基盤の維持活動と一体的に支えられて

いる構造であることを示している。すなわち、制度を活用した農地保全活動が安定している

地区ほど、作付継続および生産体制の維持が相対的に安定している傾向がみられる。 

一方で、構成員数の減少や高齢化が進行している地区においては、作付面積の縮小や作業

体制の維持が課題となっており、地域農業基盤の弱体化が、あけぼの大豆の生産規模および

継続性にも影響を及ぼし得る状況が確認されている。 

このように、地域農業の持続性とあけぼの大豆の産地維持は相互に依存する関係にあり、

いずれか一方の機能低下は、他方の維持にも連鎖的な影響を及ぼす構造となっている。した

がって、中山間地域等直接支払制度および多面的機能支払制度を活用する地域の減少は、単

なる制度対象面積の縮小にとどまらず、本町の基幹作物であるあけぼの大豆の生産基盤お

よび産地振興にも中長期的な影響を及ぼす要因となり得る。 

以上の点から、本町においてあけぼの大豆を核とした産地振興を持続的に推進していく

ためには、制度活用地域の維持・強化とあわせて、広域的な支援体制の構築による地域農業

基盤の安定化を同時に進めていくことが不可欠である。 
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5. 地域農業組織アンケート結果にみる現場課題 

本町では、地域農業の現状および組織運営上の課題を客観的に把握するため、多面的機能

支払交付金活動組織および中山間地域等直接支払交付金集落協定の代表者等を対象として

アンケート調査を実施した。有効回答数は 38 件であり、地域農業を担う現場関係者の実態

を反映した結果が得られている。 

調査結果によれば、現在直面している主要な課題として、「鳥獣害対策の困難さ」が 71.1％

と最も多く、「事務作業の負担」（63.2％）、「人手不足」（36.8％）がこれに続いている。特に

事務作業については、交付金申請、会計処理、実績報告等の煩雑な業務負担が現場に大きな

負荷となっている実態が明らかとなっており、制度運営そのものが地域組織の持続性を脅

かす要因となりつつあることが示唆される。 

また、ネットワーク化・広域連携に対する意向については、「積極的に検討したい」が

60.5％、「役場が主導するならすぐにでも進めたい」が 15.8％と、全体の約 76％が前向きな

姿勢を示しており、地域側においても従来の単独集落単位の運営体制から、広域的な連携体

制への転換を求める意識が高まっていることが確認された。 

さらに、ネットワーク化により期待される効果としては、「事務作業の負担軽減」（76.3％）、

「作業負担の軽減」、「農機具・資材の共同利用」、「農地活用の促進」などが挙げられており、

制度運営の効率化と現場作業負担の双方において改善効果が期待されている状況にある。 

一方で、意思決定の複雑化や負担増加への懸念などの不安要素も一定程度存在している

が、これらについては運営体制の工夫やルール整備、交付金加算制度の活用等により、制度

設計上対応可能な課題であることも併せて整理されている。 

以上のアンケート結果から、本町の地域農業組織は、現行体制のままでは制度運営および

農地保全活動の継続が困難となる局面に直面しており、事務機能の集約化、広域連携による

負担分散、行政との役割分担を前提とした新たな運営体制の構築が、現場ニーズに即した現

実的な対応策であることが明確となった。 

本協議会設立は、こうした現場の実態および要請を踏まえ、地域農業の持続性確保に向け

た構造的課題に対応するための制度的基盤整備として位置付けられるものである。 

（次頁 図Ⅱ-5 参照） 

 

【アンケート概要】 

①名  称：「地域農業の課題（組織運営上の課題）」に関するアンケート 

②目  的：地域農業の課題および組織運営に関する意見収集 

③対 象 者：多面的機能支払交付金 7 活動組織 代表者ほか構成員、中山間地域等直接支払

交付金 18 集落協定 代表者ほか構成員 

④時  期：2025 年 2 月 19 日～2 月 28 日 

⑤有効回答：38 件 
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図Ⅱ-5－地域農業の課題と運営に関するアンケート結果 一部抜

粋 
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6. 個別対応型農業から協働型農業への転換の必要性 

本町の中山間地域においては、農業経営体・基幹的農業従事者は少なく、農地や農業用施

設（水路・農道等）の維持管理を個々の農業者の努力のみに依存する体制は現実的ではない。

農地の維持は、生産者個人の営農活動にとどまらず、地域全体の共同作業と役割分担によっ

て初めて成立する公共性の高い営みである。 

すなわち、今後の地域農業の維持には、「個人が担う農業」から「地域が支え合う農業」

への構造転換は必要不可欠であり、集落間連携や事務体制の集約化など、協働型の運営モデ

ルの構築が求められている。 

 

7. 制度動向と市町村主体の体制構築の必要性 

国においては、第 6 期中山間地域等直接支払制度において、集落協定の統合やネットワ

ーク化、多様な主体の参画を促進し、市町村が主体となった体制整備を進めることが制度上

明確に位置付けられている。これは、従来の個別組織単位による運営から、より広域的かつ

持続可能な体制への転換を図る政策的方向性を示すものである。 

こうした制度動向を踏まえ、本町においても、交付金制度の安定的な継続と地域農業基盤

の維持を目的として、町が調整主体となり、関係団体との協議・合意形成を段階的に進める

必要が生じた。 

 

8. ネットワーク化構想による基盤強化の位置付け 

地域農業の持続的発展を図る上では、6 次産業化、ブランド化といった発展的施策のみな

らず、それらを支える基礎的な農地管理体制や共同活動基盤の強化が不可欠である。これら

の基盤は、地域農業の「幹」に相当する部分であり、ここが弱体化すれば、将来的な発展施

策も安定的に機能しない。 

本町が進めるネットワーク化構想は、まさにこの基盤部分を強化する取組であり、交付金

事務の一元化、集落間連携の促進、人材・情報の共有を通じて、地域農業を支える土台を再

構築することを目的としている。 

 

9. 協議会設立の必然性 

以上の背景を踏まえ、本町においては、個別組織単位の対応を超え、町内全体で農地保全

体制を再構築する枠組みとして、「身延町中山間地域ネットワーク協議会」を設立すること

とした。 

本協議会は、各集落協定の自主性を尊重しつつ、事務機能の集約化と広域的な連携体制を
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構築することにより、地域農業の基盤を維持・強化し、農地と営農環境を次世代へ継承する

ための中核組織として位置付けるものである。 
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III. 検討から設立までの経過 

1. 検討開始の契機と問題意識の共有 

本町においては、令和６年度以降、中山間地域等直接支払交付金および多面的機能支払

交付金制度の継続的運用に関する課題が顕在化する中で、地域農業の将来像および制度運

営体制の在り方について、抜本的な見直しが必要であるとの認識が町内部において共有さ

れるに至った。 

特に、各集落協定や活動組織における役員負担の集中、事務作業の高度化・煩雑化、後

継人材の不足といった構造的課題については、個別組織の努力のみで解決することが困難

であり、町が調整主体となって体制全体の再構築を検討する必要性が明確となった。 

 

2. 地域関係者との意見交換および合意形成の開始 

こうした問題意識を踏まえ、令和７年２月には、集落協定代表者および多面的機能活動

組織関係者を対象とした「地域農業の将来に関する意見交換会」を複数回開催し、現場の

課題把握および将来に向けた方向性についての意見聴取を実施した。 

本意見交換会においては、「事務負担の軽減」「役員体制の持続性確保」「農地管理体制

の維持」といった共通課題が多数示されるとともに、広域的な連携体制の必要性について

一定の理解が得られた。 

 

3. ネットワーク化構想説明会の実施と参加意向の確認 

令和７年６月には、町内の全集落協定を対象とした「中山間地域等直接支払制度第６期

対策およびネットワーク化構想説明会」を複数回開催し、国の制度動向、本町における課

題認識、想定する新たな体制像について説明を行った。 

本説明会においては、交付金事務の一元化、協議会型ネットワークの仕組み、負担金の

考え方、役割分担の基本方針などについて具体的な情報提供を行い、参加団体からの質

疑・意見を踏まえながら、構想内容の調整を進めた。 

その後、同年８月までにネットワーク化構想への参加意向確認を実施し、町内多数の集

落協定から前向きな参加意向が示されたことを受け、本構想を実行段階へ移行する判断に

至った。 

 

4. 協議会設立準備会による制度設計および運営ルール整備 

令和７年１０月および１１月には、参加予定団体の代表者を中心とした「協議会設立準備
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会」を開催し、協議会設立に向けた具体的な制度設計および運営体制の検討を行った。 

本準備会においては、以下の事項について集中的な協議を実施した。 

⚫ 協議会の目的および位置付け 

⚫ 組織体制および役員構成 

⚫ 事務局体制および役割分担 

⚫ 負担金の仕組みおよび財源構成 

⚫ 事務委託方式の導入方針 

⚫ 会計・文書管理等の内部規程整備方針 

特に、協議会が各集落協定の上位組織ではなく、事務および調整機能を担う横断的支援組

織として位置付けられる点については、参加団体間で共通理解が図られ、制度設計の基本原

則として整理された。 

 

5. 設立準備の最終調整および制度移行期間の整理 

令和７年１２月には、参加団体からの正式な加入申込を受け、協議会設立に必要となる

規約案、会計処理規程、負担金細則、事務委託契約案等の整備を完了させるとともに、設

立後の円滑な制度移行を見据えた準備期間の設定について整理を行った。 

具体的には、令和８年２月の協議会設立後、同年度当初より交付金事務の一元化を本格

稼働させることを前提としつつ、設立直後の混乱や事務リスクを回避するため、令和７年

度内の残期間を準備期間として位置付け、段階的な運用開始とする方針を決定した。 

 

6. 設立総会開催に至る経緯の整理 

以上の検討および調整を経て、地域関係者との合意形成、制度設計、運営体制整備が一定

の水準に達したことから、令和８年２月に「身延町中山間地域ネットワーク協議会設立総会」

を開催し、正式な組織設立手続きを行うこととした。 

本設立総会は、単なる形式的な組織設立にとどまらず、本町における中山間地域農業の新

たな運営モデルを実装する起点として位置付けられるものであり、これまでの検討経過を

踏まえた合意形成の到達点として実施するものである。 
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表Ⅲ-1－本協議会設立に向けた検討過程および主な取組経過 

年月日 内容 会場 備考 

令和 6 年 

10 月 24 日 

中山間地域等直接支払交付金及び多

面的機能支払交付金 次期対策説明会 

北巨摩合同庁

舎 
県主催説明会に参加 

同 12 月 24 日 
中山間地域等直接支払交付金 第 6 期

対策説明会・地域計画策定説明会 
役場本庁舎 

町内関係者向け制度

説明 

令和７年 

2 月 1 日 
直払次期対策説明会（竹之島） 佐野和彦氏宅 

次期対策（NW 化）

説明 

同 2 月 10 日 直払次期対策説明会（波高島） 波高島公民館 
次期対策（NW 化）

説明 

同 2 月 19 日 
地域農業の将来に関する意見交換会

（昼夜 2 回） 
役場本庁舎 

地域課題・方向性意

見聴取 

同 2 月 20 日 
地域農業の将来に関する意見交換会

（昼夜 2 回） 
役場本庁舎 前日継続開催 

2 月 19 日 

～2 月 28 日 

「地域農業の課題（組織運営上の課

題）」に関するアンケート 
－ 

地域農業組織の構成

員へのアンケート 

同 3 月 9 日 直払次期対策説明会（西嶋） 
中富地区公民

館 西嶋分館 

次期対策（NW 化）

説明 

同５月 11 日 中山間直払/地域計画 説明会（下山） 
身延地区公民

館下山分館 

次期対策（NW 化）

/地域計画説明 

同 6 月 18 日 
直払第 6 期対策・ネットワーク化構想

説明会（昼夜 2 回） 
役場本庁舎 

NW 化構想説明・質

疑対応 

同 6 月 19 日 
直払第 6 期対策・ネットワーク化構想

説明会（昼夜 2 回） 
役場本庁舎 継続開催 

同９月 24 日 中山間直払/地域計画 説明会（帯金） 帯金公民館 
次期対策（NW 化）

/地域計画説明 

同 10 月 9 日 第 1 回 協議会設立準備会 役場本庁舎 組織設計・制度整理 

同 11 月 19 日 第 2 回 協議会設立準備会 役場本庁舎 規約・体制最終調整 

同 12 月 5 日 協議会加入申込書 提出 － 協議会への参加意向 

令和 8 年 

2 月 6 日 

身延町中山間地域ネットワーク協議

会 設立総会 
役場本庁舎 正式設立 
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IV. 設立の目的・意義 

1. 設立の目的 

本協議会は、中山間地域等直接支払交付金および多面的機能支払交付金制度を活用して

きた本町の地域農業組織が、近年直面している高齢化、担い手不足、事務負担の増加とい

った構造的課題に対応するため、町内の集落協定および活動組織等が連携し、持続可能な

運営体制を構築することを目的として設立するものである。 

具体的には、第一に、交付金に関する申請、会計処理、実績報告等の事務作業を協議会

において一元化し、業務の標準化および効率化を図ることにより、各地域農業組織の事務

負担を軽減し、制度運営の安定性と継続性を確保することを目的とする。 

第二に、集落単位では対応が困難となりつつある農地保全活動、鳥獣害対策、人材確保

および人材育成などの課題について、地域間連携による共同対応体制を構築し、地域全体

としての対応力を強化することを目的とする。 

第三に、地域農業組織の運営基盤を安定化させることにより、農地の維持管理体制を将

来にわたり持続可能なものとし、本町中山間地域における地域農業の継続的な発展と地域

活性化につなげることを目的とする。 

 

2. 設立の意義 

本協議会の設立は、単なる事務処理の集約にとどまらず、地域農業の運営構造そのもの

を持続可能な形へ再構築する取組として重要な意義を有する。 

第一に、交付金申請や会計処理等の煩雑な事務を協議会で一括管理することにより、各

組織の事務負担を軽減し、役員の固定化や属人化を防止するとともに、地域農業組織の運

営安定化を図る点に意義がある。 

第二に、協議会を通じた情報共有および地域間連携により、労力補完や共同対応が可能

となり、地域全体で支え合う体制を構築することで、単独集落では対応が困難な課題への

対応力を高める点に意義がある。 

第三に、ネットワーク化による体制整備単価およびネットワーク化加算の活用を通じ

て、活動資金の充実を図り、交付金をより効果的かつ戦略的に地域農業の維持・発展に活

用できる点に意義がある。 

第四に、高齢化が進行する中においても、地域農業を継続可能とする仕組みを構築し、

農地の維持管理と景観保全を両立させることにより、本町の中山間地域における農業基盤

を将来世代へ継承する点に意義がある。 

さらに、事務支援業務を地域拠点である「あけぼの大豆拠点施設」に委託することによ

り、地域資源を活かした自立的な運営体制を形成し、協議会の活動を通じて生じる資金や
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業務を地域内で循環させることで、地域経済の持続性および拠点機能の安定化につなげる

点も、本協議会設立の重要な意義である。 

本協議会は、制度運営と地域農業活動の両面を支える中核的な連携基盤として機能する

ことを目指し、地域農業の持続的発展を支える包括的な体制の構築を図るものである。 

あわせて、本協議会の設立は、交付金制度運営に伴う事務不備、書類差戻し、交付要件

未達による返還リスク、監査対応負担の集中といった運営リスクを構造的に低減する効果

を有する。 

事務処理の標準化および専門性の集約により、制度適合性の確保および事務品質の均一

化が図られることで、行政および地域双方における制度運営上の不確実性を抑制し、安定

的な事業継続を可能とする体制構築につながるものである。 
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V. 協議会の位置付けと役割 

1. 協議会の基本的性格 

本協議会は、各集落協定および活動組織の上位組織として指揮命令系統を形成するもの

ではなく、各組織の自主性を尊重しつつ、事務・調整・連携機能を担う横断的な支援組織

として位置付けるものである。 

各集落協定および活動組織は、引き続き地域における農地管理や共同活動の主体として

の役割を担い、協議会はそれらの活動を支える共通基盤として機能する。 

 

 

 

  

図Ⅴ-1－ネットワーク化構想 イメージ図 
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2. 協議会の規模および対象範囲 

本協議会は、町内の中山間地域等直接支払交付金集落協定および多面的機能支払交付金

活動組織等を構成員とし、町内中山間地域全域を対象とした広域的な運営体制として設計

している。 

設立時点においては、町内すべての集落協定および一般社団法人あけぼの大豆拠点施設

が参加する体制となっており、対象農用地面積、構成員数、交付金取扱規模のいずれにお

いても、町単位での制度運営を包括的に担う規模となっている。 

このように、本協議会は特定地区に限定した任意的な連携組織ではなく、町内中山間地

域農業の基盤を横断的に支える中核組織として位置付けられるものであり、制度運営の安

定化および広域課題への対応を可能とする実効性ある規模を有する体制である。 

また、将来的には新規参加団体の受入れや対象事業の拡張にも対応可能な構造とし、段

階的な機能拡充を前提とした柔軟な運営設計としている。 

 

項目 内容 備考 

参加集落協定数 17 団体 町内 17/17 集落協定 

関連参加団体数 1 団体 あけぼの大豆拠点施設 

対象農用地面積 935,433 ㎡ 【参考】第５期（R6）738,464 ㎡ 

集落協定構成員数 

（農業者数） 
651 名 【参考】第５期（R6）502 人 

交付金取扱規模 

8,225,544 円（通） 

6,082,149 円（加） 

14,307,693 円（計） 

7,120,475 円 

事務集約対象制度 中山間地域等直接支払制度  

 

 

  

表Ⅴ-1－身延町中山間地域ネットワーク協議会の想定規模

（設立時点） 
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3. 事務機能の集約および制度運営支援 

協議会の主要な役割の一つは、交付金制度に関する申請、実績報告、会計処理、文書管

理等の事務を集約し、一元的に管理することである。 

これにより、各組織間でばらつきのあった事務処理水準の標準化を図るとともに、制度

改正への対応や行政手続の効率化を実現し、安定的な制度運営体制を確立する。 

 

 

 

  

図Ⅴ-2－ネットワーク化構想 事務イメージ図 
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4. 広域的課題への対応および調整機能 

協議会は、農地保全、鳥獣害対策、人材確保、担い手育成など、集落単位では対応が困

難な広域課題に対し、関係機関や行政との調整窓口としての役割を担う。 

また、地域間の情報共有や意見交換の場を設けることにより、各地区の取組事例やノウ

ハウを横断的に共有し、地域全体の農業力向上を図る。 

広域的な連携体制を構築することにより、豪雨災害、台風被害、鳥獣害の急激な拡大

等、単一集落では対応が困難な緊急事案についても、迅速な情報共有および共同対応が可

能となる体制整備効果が期待される。 

これにより、地域農業基盤の早期復旧および被害拡大防止に資する調整機能を協議会が

担うこととなる。 

 

5. 将来的な地域農業支援拠点への発展可能性 

協議会は、当初は交付金事務の一元化を主軸とした運営を行うが、将来的には農地管理支

援、農作業受託、農機具シェアリング、スマート農業導入支援など、地域農業を総合的に支

える機能へ段階的に発展させることを想定している。 

これにより、単なる事務組織にとどまらず、地域農業の持続性を支える実務的中核組織と

しての役割を担うことを目指す。 

あわせて、本協議会は、将来的な地域農業の省力化および生産性向上を見据え、スマート

農業技術の導入促進についても段階的に取り組む方針とする。 

中山間地域においては、高齢化および担い手不足の進行により、従来型の人手依存型作業

体系の維持が困難となりつつあることから、作業負担の軽減および作業効率の向上を図る

ための技術導入が重要な課題となっている。 

このため、当面は中山間地域等直接支払交付金におけるスマート農業加算制度の活用を

視野に入れ、共同防除の効率化、ドローン・センサー技術の活用、作業管理のデジタル化等、

地域実情に即した導入モデルの検討を進めるものとする。 

これらの取組については、協議会が広域的な調整主体として機能し、導入効果の検証や運

用ルールの整理を行いながら、将来的には地域全体への横展開を図ることで、中山間地域農

業の持続性向上および次世代型営農体制への移行を段階的に推進することを目指す。 
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6. 規約および関係規程による運営基盤の整備 

本協議会の運営にあたっては、安定的かつ透明性の高い組織運営を確保するため、設立時

に協議会規約をはじめとする関係規程類を体系的に整備した。 

協議会規約においては、協議会の目的、組織構成、役員体制、総会および意思決定手続、

事務局体制等の基本事項を明確化し、協議会運営の根幹となるルールを定めている。また、

加入および除名の手続、役員任期、議決要件等についても明文化することで、運営の公平性

および継続性を担保する構造としている。 

あわせて、会計処理規程、文書管理規程、基金規程、備品管理規程、負担金および委託費

に関する細則等を整備し、財務管理および事務運営に関する実務ルールを標準化すること

で、属人化の防止および事務品質の均一化を図る体制とした。 

これらの規程体系により、本協議会は単なる任意的な連絡組織ではなく、制度運営を安定

的に支える実務基盤を備えた運営組織として位置付けられるものであり、将来的な事業拡

張や参加団体の増加にも対応可能な制度的枠組みを有する体制となっている。 

 

【整備した関係規程類】 

①身延町中山間地域ネットワーク協議会規約 

②身延町中山間地域ネットワーク協議会会計処理規程 

③身延町中山間地域ネットワーク協議会事務処理及び文書取扱規程 

④身延町中山間地域ネットワーク協議会基金規程 

⑤身延町中山間地域ネットワーク協議会備品管理規程 

⑥身延町中山間地域ネットワーク協議会負担金及び委託費の納入・精算に関する細則 
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 区分 主な内容 役割・位置付け 

① 基本規程 

協議会の目的、組織構成、役

員体制、総会および意思決定

手続、事務局体制等を規定 

協議会運営の基本ルールを定

める最上位規程 

② 運営規程 
収支管理方法、会計処理手順、

帳簿管理方法等を規定 

財務の透明性および適正管理

の確保 

③ 運営規程 
文書の作成、保存、管理方法

を規定 

記録管理の標準化および監査

対応体制の確立 

④ 財務関連規程 
協議会基金の設置目的、運用

方法、管理方法を規定 

中長期的な安定財源の確保お

よび資金管理基盤の構築 

⑤ 資産管理規程 
備品の取得、管理、廃棄手続

を規定 

資産管理の適正化および管理

責任の明確化 

⑥ 運営細則 

会員負担金の算定方法、徴収

方法、事務委託費の取扱いを

規定 

運営財源の安定確保および事

務委託運用の明確化 

 

  

表Ⅴ-2－整備した規程類の概要 
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VI. ネットワーク化構想の政策的意義 

1. 国の制度動向との整合性 

本町が進めるネットワーク化構想は、第６期中山間地域等直接支払制度において示され

ている「組織の統合・ネットワーク化」「多様な主体の参画」「市町村主体による体制整

備」といった政策方針と整合するものである。 

従来の集落単位運営モデルから、広域連携型モデルへと移行することは、制度の安定的

運用を確保するための政策的要請でもあり、本構想はこれを地域実装レベルで具体化する

取組である。 

 

2. 補助金依存型から体制構築型への転換 

本構想の特徴は、交付金の獲得を目的とする施策ではなく、地域農業を支える運営体制

そのものを再構築することを主眼としている点にある。 

すなわち、補助金を「目的」とするのではなく、地域の基盤整備を「目的」とし、結果

として制度がこれを後押しする形を目指す体制構築型アプローチであり、持続可能な農業

政策モデルとしての意義を有する。 

 

3. 地方自治体主導型モデルとしての先進性 

本町における協議会設立は、町内すべての中山間地域集落協定が連携する形で進められ

ており、地方自治体が主体となって制度運営体制を再設計する取組として、県内において

初めての先進的な事例となる。 

これは、人口減少下における中山間地域農業の維持に向けた一つの実装モデルとして、

他自治体に対しても一定の示唆を与える取組である。 

 

4. あけぼの大豆生産基盤の安定化への政策的波及効果 

本構想に基づくネットワーク化の推進は、中山間地域農業の制度運営体制の強化にとど

まらず、本町の基幹農産物である「あけぼの大豆」の生産基盤の安定化にも重要な政策的波

及効果をもたらすものである。 

あけぼの大豆の主要生産地域は、中山間地域等直接支払交付金および多面的機能支払交

付金の対象地区と重複しており、農地管理体制および共同作業体制の維持が、生産継続の前

提条件となっている。本構想により、交付金制度運営の安定化および地域農業基盤の維持が

図られることで、あけぼの大豆の作付継続体制および生産環境の安定化が間接的に支えら
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れる構造となる。 

また、事務負担の軽減および広域連携体制の構築により、地域農業組織が本来注力すべき

生産活動や作業体制の維持に人的資源を再配分することが可能となり、産地としての生産

持続性および品質維持体制の強化にも寄与することが期待される。 

さらに、本構想を通じて形成される広域的な調整機能は、将来的な作業受委託体制の構築、

スマート農業技術の共同導入、担い手育成施策との連動など、産地機能の高度化に向けた基

盤形成にも波及効果をもたらすものであり、本町農業の中長期的な競争力確保に資する政

策的意義を有する。 

 

5. 中長期的地域農業政策への波及効果 

本構想は、短期的な事務合理化にとどまらず、将来的な農地集約、担い手支援、スマート

農業導入、地域資源活用施策等との連携を視野に入れた基盤整備施策である。 

これにより、本町の農業政策全体において、点的施策から面的施策への転換を促進し、地

域農業の持続性を構造的に高める効果が期待される。 

 

6. 段階的発展モデルとしての将来的統合・広域化の政策的位置付け 

本構想におけるネットワーク化は、各集落協定および活動組織の自主性を尊重した「緩や

かな連携体制」を基本とし、急激な組織再編を伴わない段階的な体制構築を前提としている。 

一方で、本町における地域農業を取り巻く環境は、高齢化および担い手不足の進行が今後

も継続することが見込まれており、将来的には、個別組織単位での運営維持が困難となる可

能性も想定される。 

このため、本協議会は、当面はネットワーク型連携モデルとして運営を開始しつつ、中長

期的には、事務機能のさらなる集約、共同活動体制の高度化、広域的活動組織への発展、組

織統合の可能性などについても、地域の合意形成状況および制度動向を踏まえながら、段階

的に検討を進める方針とする。 

これにより、急激な制度変更による現場負担の増大を回避しつつ、将来の地域農業基盤の

持続性を確保するための柔軟な発展モデルとして、本構想を位置付けるものである。 
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VII. 運営体制・財源構造（実務編） 

1. 組織運営体制 

本協議会の運営体制は、意思決定機関としての総会、運営調整機関としての役員会、実務

執行機関としての事務局の三層構造により構成する。 

総会は、協議会の最高意思決定機関として、事業計画、予算、規約改正、役員選任等の重

要事項を決定する。役員会は、総会方針に基づき、運営上の具体的事項について協議・調整

を行う。 

事務局は、身延町役場産業課内に設置し、制度運営、関係機関との調整、協議会運営全般

の統括を担う中核機能として位置付ける。これにより、制度的安定性および行政的ガバナン

スを確保する。 

 

2. 事務一元化体制と業務分担 

交付金関連事務については、協議会が主体となって一元管理を行い、申請書類作成補助、

会計処理、実績報告、文書管理等の実務を集約する。 

実務処理については、地域農業支援の実績を有する一般社団法人あけぼの大豆拠点施設

へ事務委託を行い、専門性および継続性を確保する体制とする。 

役割分担は以下のとおり整理する。 

⚫ 協議会：制度全体の統括、国・県・町との調整、方針決定 

⚫ 事務局（町）：制度管理、監督、ガバナンス確保 

⚫ 事務委託先：交付金事務処理、会計補助、書類作成支援 

⚫ 集落協定等：現地活動実施、証憑提出、情報提供 

 

3. 財源構造および負担金の考え方 

本協議会の運営財源は、交付金を原資とした会員負担金を基本とし、新たな町財政負担を

発生させない自立型運営モデルを採用する。 

負担金構成は以下を原則とする。 

⚫ 通常分負担金：交付金額の 15％ 

⚫ ネットワーク化加算分負担金：交付金額の 10％ 

徴収した負担金の使途は、 

⚫ 協議会運営費：5％ 

⚫ 事務委託費：95％ 

とし、運営コストの最小化と実務機能への重点配分を基本方針とする。 



VII.運営体制・財源構造（実務編） 

- 29 - 

 

この構造により、制度活用による財源循環型運営を実現し、安定的かつ持続可能な協議会

運営体制を構築する。 

本協議会の運営モデルは、新たな町単独一般財源の恒常的投入を前提とせず、交付金制度

内資源および会員負担金を活用した自立的運営構造として設計している。 

これにより、町財政への追加的負担を抑制しつつ、制度運営支援体制の安定化および継続

性を確保する仕組みとなっており、財政健全性と地域農業支援の両立を図る持続可能な運

営モデルとして位置付けられる。 

なお、本協議会への参加は任意とするが、非参加団体においては、従来どおり個別に事務

処理体制を維持する必要があることから、事務負担、制度対応コストおよび人的負担の差異

が生じる構造となる。 

このことにより、協議会参加による事務合理化効果および運営安定化効果が可視化され

る仕組みとなっており、各団体が自律的に最適な運営形態を選択できる制度設計としてい

る。 
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VIII. 実施スケジュール 

1. 設立準備期（令和６～７年度） 

本期間は、本協議会設立に向けた制度設計および関係者合意形成を中心とする準備段階

として位置付ける。 

具体的には、町内の集落協定および多面的機能支払活動組織を対象とした説明会や意見

交換会を通じて、ネットワーク化構想の趣旨および運営方針の共有を図るとともに、参加意

向の把握および課題整理を実施する。 

あわせて、協議会規約、会計処理規程、文書管理規程、基金規程等の関係規程類の整備を

行い、協議会運営に必要な制度基盤の構築を進める。また、事務一元化に向けた業務フロー

の整理、役割分担の設計、事務委託体制の構築準備を行い、設立後の円滑な運営開始に向け

た体制整備を完了させる。 

さらに、設立総会開催に向けた議案整理、役員候補者調整、会員登録手続等の実務準備を

進め、正式設立に向けた最終調整を行う。 

 

2. 設立期（令和８年２月） 

本期間は、本協議会を正式に発足させる段階として位置付ける。 

設立総会において、設立趣意書、協議会規約、役員体制等の議決を経て協議会を正式に設

立するとともに、会員登録の確定、役員体制の確立、事務局体制の立ち上げを実施する。 

あわせて、金融機関口座の開設、会計処理体制の整備、文書管理体制の構築等、実務運営

に必要な基盤整備を速やかに実施し、次年度からの本格稼働に向けた準備を完了させる。 

 

3. 本格稼働期（令和８年度～） 

本期間は、協議会の中核機能である事務一元化および制度運営支援を本格的に開始する

段階として位置付ける。 

具体的には、中山間地域等直接支払交付金および多面的機能支払交付金に関する申請書

類作成支援、会計処理、実績報告業務等について、協議会を中心とした統一的な運営体制に

移行する。 

また、各集落協定および活動組織との定期的な情報共有体制を構築し、事務処理スケジュ

ールの平準化、提出期限管理の強化、事務品質の標準化を推進する。 

あわせて、鳥獣害対策、農地保全活動、共同作業体制の調整等、広域的課題への共同対応

の試行的取組を段階的に開始し、協議会の調整機能の実装を進める。 
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4. 発展期（中長期） 

本期間は、協議会機能の高度化および地域農業支援拠点としての役割拡張を段階的に進

める発展段階として位置付ける。 

具体的には、直払制度におけるスマート農業加算の活用を視野に入れた共同防除の効率

化、作業管理のデジタル化、ドローン等の技術導入の検討を進め、作業負担の軽減および生

産性向上に資する取組を展開する。 

また、農作業受委託体制の調整機能や農機具共同利用、担い手育成施策との連動など、地

域農業支援機能の拡充についても段階的に検討を進める。 

これらの取組については、運営改善フレームワーク（OODA ループ）に基づき、導入効

果の検証および運営体制の見直しを継続的に実施しながら、地域実情に即した持続可能な

協議会運営モデルの確立を目指すものとする。 

 

 

取組項目 R6 年度 R7 年度 R8 年度 
R9 年度 

以降 

構想検討・制度整理 ● ●   

関係者説明・意見交換 ● ●   

規約・規程類整備  ●   

協議会設立準備会  ●   

設立総会開催  ○（設立） ●（本格運用）  

組織体制立上げ  ○（設立） ●（本格運用）  

事務一元化体制構築   ● ●（改善） 

直払・多面事務支援開始   ● ●（拡充） 

広域連携事業試行   ● ●（本格化） 

スマート農業加算検討   △（検討） ● 

農業支援機能拡張   △（検討） ● 

組織体制高度化・ 

広域連携強化の検討 
  △（検討） 〇（具体的検討） 

 

表Ⅷ-1－身延町中山間地域ネットワーク協議会 年度別実施ロードマップ 
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区分 主な役割 設立準備期 設立期 本格稼働期 発展期 

町 

（事務局） 

制度調整・対

外調整・支援 

制度設計支

援、説明会実

施 

設立支援 
進捗管理・制

度対応 

政策連携強

化 

協議会 

（運営主体） 

組織運営・調

整機能 

体制設計参

画 
組織立上げ 

事務統括・調

整 
機能拡張 

委託先 

（拠点施設） 

実務処理・事

務執行 

業務設計準

備 
受託開始 

事務実務運

用 
業務高度化 

集落協定等 
現場運営・協

力 
意見反映 会員登録 

制度運用協

力 

共同取組拡

張 

表Ⅷ-2－協議会運営における役割別実施スケジュール 
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IX. 期待される効果および運営改善フレームワーク 

本協議会の設立による効果については、定量的および定性的な指標を用いて継続的に評

価・検証を行うとともに、その結果を踏まえ、運営体制および事業内容の改善を図るもの

とする。 

具体的な数値目標については、協議会設立後の初期運用状況を踏まえ、段階的に設定す

ることとし、本計画においては、指標の考え方および評価項目の整理を主眼とする。 

また、評価および改善の運用にあたっては、状況把握、課題整理、意思決定および実行

を短いサイクルで循環させる運営改善フレームワーク（OODA ループ）を基本とし、環境

変化や現場状況に柔軟に対応できる体制を構築するものとする。なお、OODA ループの具

体的な運用方法および協議会運営への適用については、後段において詳述する。 

運営評価結果については、協議会総会等を通じて構成団体へ共有するとともに、必要に

応じて町ホームページ等を活用した情報公開を行い、協議会運営の透明性および説明責任

の確保を図るものとする。 

 

【期待される効果（評価指標の整理）】 

1. 制度運営面に関する効果 

交付金制度の安定的運用を図る観点から、以下の指標を設定し、事務運営の効率化および

品質向上を評価する。 

• 交付金事務処理の標準化率 

  （例：全参加団体における統一様式対応率 100％） 

• 申請・報告業務に係る作業時間削減率 

  （例：各集落における事務負担 30％以上削減） 

• 事務ミス・差戻件数の削減状況 

 

2. 組織持続性の指標 

協議会および参加団体の運営安定性を評価するため、以下の観点から指標設定を行う。 

• 集落協定の継続率 

（例：廃止ゼロの維持） 

• 役員輪番体制の安定運用状況 

• 事務担当業務の属人化解消率 
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3. 農地保全および共同活動に関する指標 

地域農業の基盤維持に関する成果について、次の指標により把握を行う。 

• 対象農用地維持率 

（例：現状管理面積の維持を最低目標） 

• 共同活動実施率 

• 荒廃農地発生抑制状況 

 

4. 地域連携および波及効果に関する指標 

集落間連携および広域対応の成果を評価するため、以下の項目を対象とする。 

• 共同取組事業の実施件数 

• 集落間情報共有会議等の開催回数 

• 鳥獣害対策等の広域連携事業数 

 

5. 中長期的な発展指標 

将来的な地域農業支援体制の拡充状況を把握するため、次の観点を評価対象とする。 

• 地域農業担い手の参画人数 

• スマート農業導入件数 

• 農作業受託面積の拡大率 
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【運営改善フレームワーク（OODA ループ）】  

 

① Observe 

（把握） 

年度を通じて、交付金事務運営状況、事業実施状況、農地

管理状況、地域連携の進捗等について、定量的データおよび

現場ヒアリングを通じた情報収集を行う。 

併せて、集落協定、関係団体、事務委託先等からの意見や

課題認識を把握し、現場実態の可視化を図る。 

② Orient 

（分析・整理） 

収集したデータおよび現場情報を基に、事業進捗状況、運

営上の課題、外部環境の変化（制度改正、担い手動向、地域

状況等）を総合的に分析する。 

また、協議会の中長期方針および地域農業の将来像との整

合性を踏まえ、重点課題および対応方針の整理を行う。 

③ Decide 

（方針決定） 

分析結果を踏まえ、次期事業計画の方向性、重点取組項目、

改善方策および目標指標（KPI）の設定・見直しを行う。 

併せて、実施体制の調整、役割分担の再整理、必要な制度

運用の見直し等について意思決定を行う。 

④ Act 

（実行） 

決定した方針および改善策に基づき、交付金事務の一元化

運用、地域連携事業、農地保全活動支援等の各種取組を実施

する。 

実行段階においては、関係団体および事務委託先と連携

し、現場状況に応じた柔軟な運用調整を行いながら、継続的

な改善サイクルの実装を図る。 

 

（注釈）OODA ループ（ウーダ・ループ）とは 

「Observe（把握）・Orient（状況整理）・Decide（意思決定）・Act（実行）」の 4 段階で構成

される循環型の運営改善・意思決定フレームワークである。米空軍の意思決定理論を起源と

し、現在では行政運営や組織マネジメントなど、環境変化が大きく柔軟な対応が求められる

分野において広く活用されている。現場状況の変化を継続的に把握し、状況分析に基づく迅

速な意思決定と実行を反復する点に特徴がある。 

  

表Ⅸ-1－OODA ループ ※アップデートフレームワーク 
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【OODA ループが適している理由（協議会の業務特性との対応）】  

身延町中山間地域ネットワーク協議会の運営は、制度改正、地域人材の入れ替わり、事務

処理量の変動など、年度当初の計画どおりに進まない要因が多く、柔軟な対応が求められる

業務特性を有している。 

OODA ループは、現場状況を継続的に把握し（Observe）、課題や方向性を整理したうえ

で（Orient）、意思決定（Decide）と実行（Act）を短い周期で繰り返す運営手法であるため、

こうした変動要因を前提とした実務運営に適している。 

また、協議会は合議制による意思決定を基本とする組織であることから、判断前に状況整

理のプロセスを明確に設けることで、関係者間の認識共有や合意形成が円滑になり、決定後

の実行段階へ円滑に移行しやすい点も考慮している。 

さらに、交付金事務など期限管理を伴う業務においては、問題発生後すぐに改善対応へ移

行できるため、年度末の一括見直しに頼らない継続的な運営改善が可能となる。 

以上の特性から、立ち上げ期にある本協議会の事務一元化および運営体制構築段階にお

いて、OODA ループは実務に即した有効な運営改善手法である。 

 

  

①Observe 

（把握） 

②Orient 

（分析・整理） 

③Decide 

（方針決定） 

④Act（実行） 

図Ⅸ-1－OODA ループイメージ 
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X. おわりに 

本構想に基づき設立される「身延町中山間地域ネットワーク協議会」は、単なる新組織の

創設ではなく、本町の中山間地域農業を持続可能な形で次世代へ継承していくための運営

基盤の再構築を目的とした取組である。 

本町においては、高齢化や担い手不足、事務負担の増加など、地域農業を取り巻く構造的

課題が顕在化しており、従来の集落単位による対応のみでは限界が生じつつある。このよう

な状況の中で、町が調整主体となり、関係団体が連携して新たな体制を構築する本構想は、

地域農業の維持に向けた現実的かつ実務的な解決策として位置付けられるものである。 

本協議会は、まずは交付金事務の一元化を起点として運営を開始するが、将来的には農地

管理支援、広域的課題への対応、人材育成、スマート農業の導入支援など、地域農業を総合

的に支える中核的組織へと段階的に発展させていくことを目指している。これにより、地域

の負担軽減と効率化を図ると同時に、地域全体で農業を支え合う協働型の体制を定着させ

ることが重要である。 

また、本構想の推進にあたっては、制度や環境の変化に柔軟に対応しながら、関係者間の

対話と合意形成を重ね、継続的な改善を図っていくことが不可欠である。前章に示した運営

改善フレームワークを活用し、実務に即した運営の見直しを継続的に行うことで、持続可能

な体制の確立を目指す。 

本協議会の取組は、本町の中山間地域農業を守り育てるための長期的な取組の第一歩で

ある。町、地域農業組織、関係機関がそれぞれの役割を果たしながら連携を深め、本町の農

地と営農環境を将来世代へ確実に引き継いでいくことを通じて、地域の活力維持と持続的

発展につながることが期待される。 
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Ⅺ【付録】 
 

 

・身延町中山間地域ネットワーク協議会 参加団体 管内図 

・身延町中山間地域ネットワーク協議会（仮称）設立総会 会議資料 

議案第１号 設立趣意書（案） 

議案第２号 組織の名称及び規約について 

身延町中山間地域ネットワーク協議会規約（案） 

議案第３号 役員の選任について（案） 
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中山間地域ネットワーク協議会 参加団体 管内図  
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第 1号議案 

設 立 趣 意 書 （案） 

 

１．設立の背景 

身延町では、これまで中山間地域等直接支払交付金（以下「直払」という。）や多面的機

能支払交付金（以下「多面」という。）を活用し、地域ごとに集落協定や活動組織を中心と

した農地保全・共同活動が行われてきました。 

しかし近年、構成員の高齢化や担い手不足が深刻化し、事務負担の増加による役員の固定

化、後継者不在などにより、活動継続が困難な組織が増えています。既にいくつかの集落で

は制度の廃止を余儀なくされており、地域農業の持続性が危機に直面しています。 

このままでは、農地の荒廃化や地域資源の喪失につながり、ひいては本町の特産である「あ

けぼの大豆」の生産基盤にも影響を及ぼすおそれがあります。 

 

２．設立に至るまでの経過 

 令和 ７年 ２月１９日 地域農業の将来に関する意見交換会（計２回） 

       ２月２０日 地域農業の将来に関する意見交換会（計２回） 

       ６月１８日 直払第６期対策・ネットワーク化構想説明会（計２回） 

       ６月１９日 直払第６期対策・ネットワーク化構想説明会（計２回） 

      １０月 ９日 第１回協議会設立準備会 

      １１月１９日 第２回協議会設立準備会 

 令和 ８年 ２月 ６日 設立総会開催 

 

３．設立の目的 

本協議会は、これらの課題に対応するため、町内の中山間地域における地域農業組織（集

落協定・活動組織等）が連携し、交付金に関する事務の一元化と広域的な農地保全活動を推

進することを目的としています。 

これにより、事務作業の効率化、地域農業組織の運営安定、担い手確保、人材育成、鳥獣

害対策などの強化を図り、地域農業の持続的な発展と地域の活性化を目指します。 

 

４．設立の意義 

（１）事務負担の軽減 

交付金申請や会計処理などの煩雑な事務を協議会で一括管理することで、各組織の負

担を大幅に軽減します。 

（２）地域間連携の促進 

協議会参加団体間での情報共有や労力補完が可能となり、地域全体での支え合い体制

を構築します。 

（３）交付金の有効活用 

ネットワーク化により「体制整備単価」および「ネットワーク化加算」が適用され、

活動資金が増額されます。 

（４）持続的な地域農業の確立 

高齢化が進む中でも地域農業が継続できる仕組みを確立し、農地の維持と景観保全を

両立します。 
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（５）地域資源の循環と拡張性 

事務支援業務を「あけぼの大豆拠点施設」に委託することで、地域資源を活かした自

立的な運営体制を形成します。 

また、協議会の活動を通じて得られる業務委託や支援の経費を地域内で循環させるこ

とにより、地域経済の持続性と拠点機能の安定的な運営につなげます。 

 

５．協議会の概要 

名  称：身延町中山間地域ネットワーク協議会（仮称） 

設 立 日：令和８年２月６日 

構 成 員：中山間地域等直接支払交付金の集落協定、多面的機能支払交付金の活動 

組織、あけぼの大豆拠点施設、身延町職員 ほか 

事 務 局：身延町役場産業課内 

財  源：会員負担金（交付金の 15％＋加算 10％） 

運営体制：会長、副会長、監事、参与（任期２年、輪番制） 

活動内容：交付金事務の一元化、会計処理の代行、地域連携の促進、鳥獣害対策、人材育成

など 

※協議会の設立は令和８年２月とするが、令和７年度内（２か月間）は準備期間として位置

付け、事業及び会計の本格的な執行は令和８年度から行うものとする。 

 

６．構成団体 

■ 中山間地域等直接支払交付金 交付団体 全１７団体 

芦原山口集落協定  管理面積 17,996㎡ 協定参加者  15人 

杉ノ木集落協定  管理面積 15,881㎡ 協定参加者  10人 

竹之島集落協定  管理面積 17,668㎡ 協定参加者  12人 

古関集落協定  管理面積 56,108㎡ 協定参加者  60人 

波高島集落協定  管理面積 17,439㎡ 協定参加者  12人 

西嶋集落協定  管理面積 194,804㎡ 協定参加者  87人 

久成集落協定  管理面積 25,756㎡ 協定参加者  14人 

手打沢集落協定  管理面積 40,958㎡ 協定参加者  14人(組織) 

寺沢集落協定  管理面積 45,879㎡ 協定参加者  38人 

宮木集落協定  管理面積 98,222㎡ 協定参加者  23人(組織) 

八日市場集落協定  管理面積 24,967㎡ 協定参加者  36人 

針山下集落協定  管理面積 22,805㎡ 協定参加者  21人 

横根集落協定  管理面積 20,549㎡ 協定参加者  16人 

中山集落協定  管理面積 17,172㎡ 協定参加者  21人 

上之平集落協定  管理面積 23,463㎡ 協定参加者  22人 

下山集落協定  管理面積 265,885㎡ 協定参加者 213人 

帯金集落協定  管理面積 29,881㎡ 協定参加者  37人 

         合計  935,433㎡ 合計    651人(組織) 

■ 関連団体 

一般社団法人あけぼの大豆拠点施設 

■ 事務局 

身延町役場産業課農林担当 
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７．今後の展開 

協議会設立後は、まず中山間地域等直接支払交付金の事務支援を令和８年度から本格稼働

させ、将来的には多面的機能支払交付金を含む広域的な事務支援体制に拡充します。 

さらに、農地管理・農作業受託・農機具シェアリング・スマート農業など、地域全体の営

農支援を担う中核組織として発展させることを目指します。 

 

８．おわりに 

本協議会の設立は、地域が主体となり、行政・関係団体が一体となって農業の将来を守る

ための第一歩です。 

ここに、地域農業の持続的発展と次世代へつなぐ仕組みづくりを目指し、「身延町中山間

地域ネットワーク協議会」を設立するものです。 

 

 

令和８年２月６日 

 

身延町中山間地域ネットワーク化構想 協議会設立準備会 一同 
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第２号議案 

組織の名称及び規約について 

 

 （１）組織の名称 

    「身延町中山間地域ネットワーク協議会」（案） 

 

 （２）規約（案） 

    別紙のとおり 
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身延町中山間地域ネットワーク協議会規約（案） 

 

（名称） 

第 1条 この会は、身延町中山間地域ネットワーク協議会（以下「協議会」とい

う。）と称する。 

（事務所） 

第 2 条 協議会の事務所は、身延町役場産業課内（山梨県南巨摩郡身延町切石

350）に置く。 

（目的） 

第 3 条 協議会は、町内の中山間地域等直接支払交付金の集落協定及び多面的

機能支払交付金活動組織等が連携し、事務の一元化及び広域的な共同活動を

推進することにより、持続可能な地域農業の確立並びに地域の活性化を図る

ことを目的とする。 

（事業） 

第 4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 国の交付金申請、事業報告、会計処理等の事務一元化 

(2) 農地保全・鳥獣害対策・担い手確保等の共同活動推進 

(3) 情報の収集・共有及び広報活動 

(4) その他目的達成に必要な事業 

（会員） 

第 5 条 協議会は、ネットワーク化構想に参加の意向を示した団体の代表者を

もって組織する。 

2 会員は、次に掲げるものとする。 

(1) 中山間地域等直接支払交付金の集落協定 

(2) 多面的機能支払交付金の活動組織 

(3) あけぼの大豆拠点施設 

(4) 身延町職員 

(5) その他、協議会の目的に賛同し、必要に応じて総会の承認を経て参加を

認められた団体 

3 前項に掲げる団体の会員は、その代表者とする。ただし、特別の事情（高齢、

健康上の理由、任期満了その他やむを得ない事情をいう。）がある場合は、当

該団体において別途定める者をもってこれに代えることができる。 

（届出） 

第 6 条 会員は、その名称又は代表者に変更があったときは、遅滞なく協議会

に届け出なければならない。 

（加入） 
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第 7 条 新たに協議会への加入を希望する団体は、協議会の目的に賛同し、身

延町中山間地域ネットワーク協議会加入申請書(様式第 1 号)により提出しな

ければならない。 

2 加入の承認は総会の議決を経て行うものとする。 

3 加入の時期は、原則として毎年度の開始前に限り、年 1 回とする。ただし、

特別な事情があると会長が認めた場合はこの限りでない。 

4 加入が承認された団体は、当該年度の負担金及び関係書類の提出等について、

別に定める期日までに所定の手続きを完了しなければならない。 

（除名） 

第 8 条 会員が本規約に違反する等不適格と認められる場合、総会の決議によ

り除名することができる。ただし、当該会員に弁明の機会を与えなければなら

ない。 

（役員の設置） 

第 9条 協議会に次の役員を置く。 

(1) 会長（代表者） 1名 

(2) 副会長 若干名 

(3) 監事 若干名 

(4) 参与 若干名（必要に応じて） 

（役員の職務） 

第 10条 会長は協議会を代表し会務を総理する。副会長はこれを補佐し、事故

あるときは代行する。監事は会計及び業務の監査を行う。参与は会長の諮問に

応じる。 

（役員の選任・任期） 

第 11条 役員は会員から総会において選任する。任期は 2年とし、再任を妨げ

ない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする 

（会議の種類） 

第 12条 協議会の会議は、総会及び役員会とする。必要に応じ専門部会を置く

ことができる。 

（総会） 

第 13条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、会長が招集する。 

2 通常総会は、毎年度 1回、これを開催するものとする。 

3 総会は、会員の過半数の出席（委任状を含む。）をもって成立し、議事は出席

会員の過半数をもって決する。 

（議決事項） 

第 14条 総会は、次の事項を審議・議決する。 

(1) 事業計画及び収支予算 
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(2) 事業報告及び収支決算 

(3) 規約及び諸規程の制定・改廃 

(4) 役員の選任及び解任 

(5) その他協議会運営に関する重要事項 

（設置） 

第 15条 協議会に事務局を置く。事務局は役場産業課内に設置し、事務局長を

置く。事務局長は会長が任命し、協議会の業務を総括する。 

（業務） 

第 16条 事務局は次の業務を担う。 

(1) 交付金申請・会計処理・文書管理の一元化 

(2) 協議会運営に必要な事務全般 

(3) 情報共有、意見交換会の企画運営 

(4) その他協議会が定める業務 

（会計年度） 

第 17条 協議会の会計年度は毎年 4月 1日に始まり翌年 3月 31日に終わる。 

（経費） 

第 18条 協議会の経費は、次の収入をもって充てる。 

(1) 会員からの負担金（交付金の 15％＋ネットワーク化加算 10％） 

(2) 交付金の加算措置 

(3) その他収入 

（資金管理） 

第 19条 協議会は協議会名義の金融機関口座を設け、会計処理規程に基づき資

金を管理する。 

（会計処理・監査） 

第 20条 協議会は、会計処理規程・文書取扱規程・基金規程・備品管理規程等

を別に定める。監事は年１回以上監査を行い、その結果を総会に報告する。 

（規約変更・解散） 

第 21条 規約の変更、解散、会員の除名は、総会において出席会員の 4 分 3以

上の賛成を得なければならない。 

（残余財産） 

第 22 条 協議会解散時の残余財産は、総会の議決を経て処分方法を決定する。 

（細則） 

第 23条 この規約に定めるもののほか、協議会運営に必要な細則は、総会の議

決を経て会長が別に定める。 

2 前項にいう細則には、会計処理規程、事務処理及び文書取扱規程、基金規程、

備品管理規程、負担金及び委託費の納入・精算に関する細則その他これらに準
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ずる規程を含むものとする。 

3 これらの規程及び細則に定める事務処理に係る様式については、国又は県が

定める中山間地域等直接支払交付金、多面的機能支払交付金その他これに類

する様式を準用することができる。 

 

附 則 

（施行期日） 

1 この規約は、令和 8年 2月 6日から施行する。 

（初年度における措置） 

2 初年度の役員任期及び事業年度については、設立総会で別に定める。 

（準備期間の取扱い） 

3 協議会の設立は令和 8年 2月とするが、令和 7年度内は準備期間として位置

付け、事業及び会計の本格的な執行は令和 8年度から行うものとする。 
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様式第 1号（第 7条関係） 

 

令和  年  月  日 

 

身延町中山間地域ネットワーク協議会 

会長               様 

 

（申請団体）             

代表者氏名          ○印   

連絡先               

 

 令和 年度身延町中山間地域ネットワーク協議会加入申請書 

 

 このたび、当団体は貴協議会の趣旨及び目的に賛同し、規約第７条の規定に基

づき、下記のとおり加入を申請いたします。 

 

① 団体名  

 

② 所在地 〒 

 

③ 代表者氏名（ふりがな）  

 

④ 連絡先（電話／E-mail） TEL： 

E-mail： 

⑤ 団体の区分 □ 中山間地域等直接支払交付金集落協定 

□ 多面的機能支払交付金活動組織 

□ その他（                 ） 

⑥ 主な活動区域  

⑦ 構成員数      人 

⑧ 加入希望年度 令和  年度 

⑨ 添付書類 □ 団体規約（写） 

□ 構成員名簿  

□ 活動計画書（写） 

□ その他（                 ） 
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第３号議案 

役員の選任について（案） 

 

 

会 長   西嶋集落協定   

副会長   宮木集落協定   

〃    寺沢集落協定   

      監 事   手打沢集落協定  

 〃    久成集落協定   

      参 与   今後、総会にて必要に応じて選出 

 

 

  



 

 

 

 

身延町 
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